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３．社会保障制度の概要

1 社会保障制度の全体像

基本的 考え方

米国 社会保 義 広義 定義 あ 義 社会保 Social Security

老齢 遺族 害 金保険 Old-Age , Survivors , and Disability Insurance OASDI

指 広義 社会保 Social Security Program 医療 福祉 金 分 包括的

示

米国 社会保 制度 社会保険制度 医療保 制度 公的扶 制度 特定職

域制度 4 分類 医療保 制度 い 高齢者向

医療保 社会保険制度 所得者向 医療扶

公的扶 制度 分類 あ

表 米国社会保 制度 全体像
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社会保険制度 Social Insurance Programs

老齢 遺族 障害年 保険 OASDI

※ Social Security と表現さ こと あ 狭義 社会保障

失業保険 Unemployment Insurance

労災補償 Workers’ Compensation

一時的障害保険 Temporary Disability Insurance

医療保障制度 Health Insurance Program

メデ ケ Medicare

※ 社会保険制度 分類さ こと あ

メデ ケ ド Medicaid

※ 公的扶助制度 分類さ こと あ

公的扶助制度 Public Assistance Programs

貧困家庭一時扶助 Temporary Assistance for Needy Families：TANF

補足的所得保障 Sulpplement Security Income：SSI

補足的 養支援 旧フ ドス ンプ Supplement Nutrition Assistance Program

一般扶助 General Assistance

勤労所得税額 除 Earned Income Tax Credit

特定職域制度 Programs for Specific Groups

退役軍人向け給付 Veterans’ Benefit

公務員向け退職制度 Government Employee Retirement System

鉄道従業員退職制度 Railroad Retirement
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医療保障制度 Health Insurance Program
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※ 社会保険制度 分類さ こと あ

メデ ケ ド Medicaid

※ 公的扶助制度 分類さ こと あ

公的扶助制度 Public Assistance Programs

貧困家庭一時扶助 Temporary Assistance for Needy Families：TANF

補足的所得保障 Sulpplement Security Income：SSI

補足的 養支援 旧フ ドス ンプ Supplement Nutrition Assistance Program

一般扶助 General Assistance

勤労所得税額 除 Earned Income Tax Credit

特定職域制度 Programs for Specific Groups

退役軍人向け給付 Veterans’ Benefit

公務員向け退職制度 Government Employee Retirement System

鉄道従業員退職制度 Railroad Retirement

資料 各種資料 基 菱 UFJ サ チ&コンサ ン 作
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伝統的 自己責任 自 視 失業保険や労働者補償 産業原因 一時

的 備え 社会保険 役割 考え そ 例え 医療保

い 一般国民 公的医療保険 存在 い そ 結果 多く 無保険者

存在等 問 2010 医療保険改革 行わ

連邦制国家 あ 各州 果 役割 大 い 失業保険や公的扶 社会福

祉サ ビ 州政府 業 州 給付内容等 異 制度

国民 多く 使用者 提供 民間医療保険 医療 い 自 力

一環 民間医療保険 購入 い 民間保険 果 役割 大 い

う 社会保 制度 い 政府 原則 個人

生活 い 自己責任 精神 連邦制 州 権限 強い そ あ 方

影響 及 い

社会保 特徴

○ 金分 雇用主提供 金 企業 金や公 員 金 公的 社会保 金 最

保 的 一階部分 補完

○医療保 分 雇用主提供医療保険 現役世 主力 あ 公的

高齢者 所得者 補完

○雇用主提供医療保険等 民間医療保険 対 規制 連邦 く州

分権的 行わ

社会保 制度 全体像

表的 社会保 制度 あ

a.大部分 業者 適用 老齢 遺族 害 金 OASDI:Old-Age, Survivors, and

Disability Insurance

b.高齢者等 医療 保 Medicare : Medical +Care

c. 所得者 医療扶 行う Medicaid : Medical + Aid

d.補足的所得保 Supplement Security Income SSI や貧困家庭一時扶 TANF

TemporaryAssistance for Needy Families い 公的扶 制度

連邦政府 算 占 社会保 費用 割合 概 ６割程度 い



43

図表 連邦予算 占める社会保障費の割合

注 2012年 計値
出典 Office of Management and Budget“Budget of the United States Government ：Fiscal 2013 Historical Tables”

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2013/assets/hist.pdf
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メ ケ

メ ケ 等医療サービス

社会保障計

連邦予算

年金計

医療計

所得保障

予算の種別

O ADI

連邦公務員の所得保障

社会保険制度 特徴 金分 い 広く国民一般

社会保 金制度 存在 医療分 い う 制度 存在 公的 医療

保 対象 高齢者 害者 所得者等 限定 い あ

う 社会保 制度 い 前述 医療保 加え 高齢者 所

得保 分 い 民間部門 果 役割 大 い 特徴 い

州政府 政策運営 中心的役割 果 多い

米国 分 社会保 支出 状況 日 比較 2009 公的社会保 支

出 対 GDP 比率 日 22.4％ 米国 19.2％ 日 方 3.2％ ン

高い 現金給付 現物給付 現金給付 外 給付 分

現金給付 日 12.4％ 米国 9.6％ 現物給付 日 9.6％ 米国 9.4％

現金給付 差 生 い 分

分 老齢 金 日 8.7％ 米国 6.0％ 日 方 高い 医療保

日 7.1％ 米国 8.3％ い 米国 方 高い

米国 場合 任意 民間医療保 割合 高く 日 0.2％ 米国 5.9％

米国 大 特徴 一 い
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図表 日米の分野別社会保障支出の対名目 GDP比率

日本－
米国

1980 1990 2000 2009 1980 1990 2000 2009 2009
総額 3.0 4.0 6.8 10.4 5.2 5.2 5.1 6.1 4.3

総額 2.9 3.9 6.1 8.8 5.1 5.1 5.0 6.0 2.8
年金 2.9 3.9 6.1 8.7 5.0 5.1 5.0 6.0

早期退職給付 .. .. .. .. .. .. .. ..

その他 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

総額 0.1 0.1 0.7 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 1.6
居宅介護、居住支援サービス 0.1 0.1 0.7 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

その他の現物給付 .. 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0

総額 総額 1.0 0.9 1.2 1.4 1.0 0.9 0.8 0.8 0.6
総額 1.0 0.9 1.2 1.4 1.0 0.9 0.8 0.8 0.6
年金 1.0 0.9 1.1 1.4 1.0 0.9 0.8 0.8

その他の現金給付 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

総額 0.0 0.0 0.0 0.0 .. .. .. 0.0
葬祭支出 0.0 0.0 0.0 0.0 .. .. .. ..

その他の現物給付 0.0 0.0 0.0 0.0 .. .. .. ..

総額 総額 0.6 0.6 0.7 1.0 1.1 1.0 1.1 1.5 -0.5
総額 0.5 0.5 0.6 0.7 1.1 1.0 1.1 1.5 -0.8
障害年金 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6 0.4 0.6 0.8

労働災害年金 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

労働災害 よる離職 0.0 0.0 0.0 0.0 .. .. .. ..

傷病手当 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3

その他の現金給付 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3

総額 0.1 0.1 0.2 0.3 .. .. .. 0.3
施設、在宅介護 0.0 0.0 0.0 0.2 .. .. .. ..

ハビ ーション 0.0 0.0 0.0 0.0 .. .. .. ..

その他の現物給付 0.1 0.1 0.1 0.1 .. .. .. ..

総額 総額 4.4 4.4 5.8 7.1 3.8 4.9 6.0 8.3 -1.2
現物給付 総額 4.4 4.4 5.8 7.1 3.8 4.9 6.0 8.3

総額 0.5 0.4 0.6 1.0 0.8 0.5 0.7 0.7 0.3
総額 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.4
家族手当 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.2 0.1 0.1

両親給付 出産育児 よる離職 0.1 0.1 0.1 0.2 .. .. .. ..

その他の現金給付 0.0 0.0 0.0 0.0 .. .. .. ..

総額 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 0.6 -0.2
ケ 、居宅介護サービス 0.2 0.2 0.3 0.4 .. .. 0.3 0.3

その他の現物給付 .. .. 0.1 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3

総額 .. 0.3 0.3 0.4 .. 0.2 0.2 0.2 0.2
公共職業安定機関と事務経費 .. 0.3 0.2 0.1 .. 0.1 0.0 0.0

訓練 .. 0.0 0.0 0.1 .. 0.1 0.1 0.1

異動やワークシェ .. .. .. .. .. 0.0 0.0 0.0

就業促進 .. 0.0 0.0 0.2 .. 0.0 0.0 0.0

就業支援、 ハビ .. 0.0 0.0 .. .. 0.0 0.0 0.0

直接的 雇用創出 .. 0.0 0.0 0.1 .. 0.0 0.0 0.0

スター ップ支援 .. .. .. .. .. 0.0 0.0 0.0

総額 総額 0.5 0.3 0.6 0.7 0.7 0.4 0.2 0.9 -0.2
総額 0.5 0.3 0.6 0.7 0.7 0.4 0.2 0.9 -0.2
失業給付 0.5 0.3 0.6 0.7 0.7 0.4 0.2 0.9

労働市場の変化 よる早期離職 .. .. .. .. .. .. .. ..

総額 総額 .. .. .. .. .. .. 0.0
現物給付 総額 .. .. .. .. .. .. 0.0
総額 総額 0.2 0.1 0.2 0.4 0.5 0.4 0.5 0.7 -0.3

総額 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.3 0.3 0.0
所得維持 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.3 0.3

その他の現金給付 0.0 0.0 0.0 0.0 .. .. ..

総額 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.2 0.4 -0.4
社会扶助 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 .. .. ..

その他の現物給付 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.2 0.4

総額 総額 10.2 11.1 16.3 22.4 13.2 13.6 14.5 19.2 3.2
現金給付 総額 5.3 5.9 8.9 12.4 8.5 7.8 7.6 9.6 2.8
現物給付 総額 4.9 4.8 7.1 9.6 4.7 5.5 6.8 9.4 0.2

総額 0.1 0.2 0.5 0.5 .. .. .. 0.5
年金 0.1 0.1 0.4 0.4 .. .. .. ..

その他の現金給付 0 0 0.1 0 .. .. .. ..

総額 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0
労働災害 よる離職 .. .. .. .. 0.2 0.3 0.2 0.2

傷病手当 .. .. .. .. 0 0 0 0

その他の現金給付 0.2 0.2 0.2 0.2 .. .. .. ..

医療 現物給付 総額 0.1 0.2 0.2 0.2 -0.2
総額 総額 0.3 0.3 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4

現金給付 総額 0.3 0.3 0.7 0.7 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5
現物給付 総額 0.1 0.2 0.2 0.2 -0.2

老齢 総額 .. .. 3 3.1 1.3 2.7 3.8 3.9 -0.8
障がい関連 総額 .. .. .. 0.3 0.2 0.2 0.4 -0.4

医療 総額 .. .. 0.2 0.2 2.5 4.1 4.7 5.9 -5.7

他の社会政策分野総額 .. .. 0 0 0.1 0 0 0 0.0

総額 .. .. 3.2 3.3 4.2 7.1 8.7 10.2 -6.9

任意の
民間

公的

強制的
民間

老齢 現金給付

障がい関連 現金給付

積極的労働市
場政策

現金給付

現物給付

総額

住居

その他の社会
政策分野

失業

現金給付

現金給付

現物給付

現物給付

医療

家族

障がい関連

現金給付

現物給付

遺族

現金給付

現物給付

老齢

現金給付

現物給付

日本 米国

資料 OECD, Stat Social Expenditure
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2 年金制度

公的制度 OASDI 概要

1935 社会保 法 Social Security Act of 1935 創設 米国 中心的 公的

金制度 あ 単 “Social Security” 呼 あ 被用者 一定

自営業者 加入

． 称 所管 対象等

社会保 金 Social Security 呼 い

連邦政府 社会保 庁 Social Security Administration 運営

被用者や自営業者 大部分 対象 社会保険料11
10 間 納 者 対

給 要件 満 時 金 支給 社会保険制度

2011 い １億 5,800 万人 被用者又 自営業者 全被用者及 全自営業

者 94％ 社会保険料 納入 見込

2010 12 現在 5,400万人 社会保 金 給 い

． 政

現役世 納付 社会保険料 高齢者 対 金給付 行う賦課方式

基

社会保険料 徴 内国 入庁 Internal Revenue Service 金給付 社会保 庁

Social Security Administration 実施 連邦政府 直轄 業 そ 失業保

険や公的扶 社会福祉サ ビ 州政府 業 い

加え 高齢 将来 支出増加 備え 毎 社会保険料 入 出

回 分 社会保 金信 基金 OASDI Trust Fund 積 立

社会保険料 料率 給 12.4％ あ 被用者 業主 半 自営業者 全

担

．給付 支給開始 齢

老齢 金 支給開始 齢 原則 65 あ 2003 2027 間 段

階的 67 引 2011 現在 66

社会保 庁 ビ 高齢 等 政 悪 給付等 支

出 社会保険料等 入 超え 積立金 崩 始 2033 枯 報

告 う 状況 対 前 個人 定 入や積立金 市場運用

改革案 出 い 具体的 改革 至 い い

11 給 比例 社会保険料 社会保 税 Social Security Tax 述 場合 あ 報告書

社会保険料 表現 統一
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企業 金制度

公的 金 社会保 金 対 企業 金 乗 形

展 い

被用者退職所得保 法 Employee Retirement Income Security Act of 1974 , ERISA 一定

規制 加え い 法 給権 保護 目的 加入資格 給権付 基準 情

報 開示 最 積立基準 設定 者責任 明確 強 制度終了保険等 い 定

い ERISA 法 所管 労働省被用者給付保 局 Department of Labor

Employee Benefits Security Administration 税制 適確性 所管 内国 入庁 Internal

Revenue Service あ

企業 金 大 く分 確定給付型企業 金 ン Defined Benefit Plan

給付型 金 ン 確定 出型企業 金 ン Defined Contribution Plan

出型 金 ン 形態 あ

．各タ 概要

1 給付型 金 ン

比較的古く あ 企業 金 形態

加入者 対 勤 数 給 等 考慮 一定 給付算定式 算定

給付 約束 い 出金 出 業主 あ 加入者

出 必要 い 等 特徴 あ

2 出型 金 ン

1980 降 401 k ン 場 急 及 企業 金 形態

給付 給時 制度 出 出金 合計 加入者 被用者

選択 方法 運用 実績 後的 決定 出金

出 加入者 行う 基 業主 一定 追加 出 認

い 等 特徴 あ

．制度利用状況

企業 金 ン 創設 業主 任意 あ 法的強制力 い 大企業 中心 多

く 企業 金 い
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表 企業 金 提供 い 業所 割合 単 ％

企業規模 企業年 あ 企業 勤務す 労働者 割合

1-49人 46%

50-99人 63%

100-499人 79%

500人 86%

企業規模 企業年 あ 企業 勤務す 労働者 割合

1-49人 46%

50-99人 63%

100-499人 79%

500人 86%

資料 連邦労働省労働統計局 BLS National Compensation Survey 2012

近 当 制度 状況 通 あ

1 給付型 金 ン

2000 降 株式市場 迷 金利 影響 金資産 総 給付債

総 回 いう 積立 足 状況 見 ン 廃 相 い

制度建 直 検討 続 2006 退職後所得保 関 包括

的 改革案 2006 金保護法 立

法 給付型 金 ン い 積立 厳格 各 ン 政

健全 企業 ン 提供 意欲 失わ い う ャッ ュ

ン ン 法的 当性 明確 等 措置 講 い

2 出型 金 ン

自動加入制度 従業員 対 意思 表明 い限 原則 ン 加入 や

投資教育 金 ン 管理 い 金融機関 ン加入者 提供

制度 一層 活用 い
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3 医療保険制度

米国 公的医療保険制度 1965 社会保 法修 法 Social Security Act Amendments

of 1965 創設 対象 65 者 対

象 所得者層 国 国民皆保険制度 大 く異

高齢者向 A～D 構 連邦保健福祉省 一部門

あ サ ビ センタ Centers for Medicare and Medicaid

Services 運営 い 社会保 庁 給資格 決定 保険料 徴 内国 入

庁 税 徴 い

所得者向 州政府 運営 あ サ

ビ センタ 承認 運営 補 金 交付

公的医療保険制度 概要

．

1965 創設 連邦保健 福祉省 運営 公的医療保険制度

65 者 害 金 給者 慢性腎臓病患者等 対象

約 4,710万人 2010 加入

入院サ ビ 等 保 強制加入 病院保険 HI Hospital Insurance

･ A 外来等 医師 診療等 保 任意加入 医療保険 MI

Medical Insurance ･ B 基

A 現役労働者 社会保険料 料率 HI 相当分 現在 給 2.9％ 被用

者 業主 半 担 自営業者 全 担 わ い

B 加入者 保険料 毎 標準保険料 115.4 2011 及 連邦

政府 一般 源 わ い

．

子供 い 補足的所得保 SSI い 高齢者や 害者

あ 一定 条件 満 所得者 公的医療扶 行う制度

1965 創設 そ 支出 増加 続 2008 度

州･連邦合算 3,806億 約 5,010万人 2009 各 均 加入

通常 医療サ ビ 外 い長期

護
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表 公的医療保険 概要

称 給付内容 保険料 財源等

ﾒ

ｨ
ｹ

ﾊ A

病院保険
入院時 病院費用 し

(強制加入)
メデ ケ 税 年 課税
HI信託基 財務省特別会
計 財政運営

ﾊ B

補足的医
療保険

医師 診療費 外来
治療 検診 検査

あ
(任意加入)

保険料 公費 連邦政府
SMI信託基 財務省特別会
計 財政運営

ﾊ C ﾒ ｨｹ と契約を締結
した民間保険会社
医療保険 ﾒ ｨｹ
と 等 ﾌ ﾗ っ
て そ 以上 給付
を受け

ﾌ ﾗ
定
た費用
を支払う

民間保険会社 運営

ﾊ D 処方薬 あ
(任意加入)

保険料 公費 連邦政府
州
SMI信託基 財政運営

ﾒ ｨｹ 州 って異
長期ｹ (介護) ｶﾊ

連邦政府 補助 公費
州

称 給付内容 保険料 財源等

ﾒ

ｨ
ｹ

ﾊ A

病院保険
入院時 病院費用 し

(強制加入)
メデ ケ 税 年 課税
HI信託基 財務省特別会
計 財政運営

ﾊ B

補足的医
療保険

医師 診療費 外来
治療 検診 検査

あ
(任意加入)

保険料 公費 連邦政府
SMI信託基 財務省特別会
計 財政運営

ﾊ C ﾒ ｨｹ と契約を締結
した民間保険会社
医療保険 ﾒ ｨｹ
と 等 ﾌ ﾗ っ
て そ 以上 給付
を受け

ﾌ ﾗ
定
た費用
を支払う

民間保険会社 運営

ﾊ D 処方薬 あ
(任意加入)

保険料 公費 連邦政府
州
SMI信託基 財政運営

ﾒ ｨｹ 州 って異
長期ｹ (介護) ｶﾊ

連邦政府 補助 公費
州

公的医療保険制度 い 米国 雇用主提供医療保険 現役世 医療

保険 主力 い 簡単 概要

．民間医療保険 雇用主提供医療保険

い多く 被用者 使用者 提供 民間医

療保険 医療サ ビ い

従来 使用者 健康保険 提供 義 付 い 中 企業 医

療保険 提供 い い企業 多い 医療保険加入者 う 雇用主提供医療保険 被保

険者 占 割合 2009 56.1％ 2010 55.3％ 2011 55.1％ やや減少傾向

あ

表 医療保険制度 提供 い 業所 割合 単 ％

企業規模計 62

99人 61

100人 93

資料 連邦労働省労働統計局 BLS National Compensation Survey 2010
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4 バ 医療保険改革の背景 内容 改革 よる企業への影響

バ の医療改革の背景 その内容

先述 米国 伝統的 自己責任 自 視 い 公的医療保

制度 対象者 65 高齢者 や 所得者 児童医

療保険 Children’s Health Insurance Program 対象者 限 約

3 分 2 国民 民間保険 加入 い そ 多く 被用者 あ 使用者 提供

民間医療保険 医療サ ビ い 使用者 医療保険サ ビ

提供 任意 あ 展 国 競 激 産業構造 変

非 規従業者 増大 特 中 企業 中心 多く 無保険者 存在等

問 い 民間保険 保険料 加入者 病 や 齢 映

病者や 所得者 中 費用 担 い 2012 時点

19 ～64 国民 約 30％ 約 5,500万人 無保険者 いう状態 い

2009 大統領 就任 内政 要課 医療保険制度改

革 2010 医療保険改革法 立 2010 医療保険改革法 Patient

Protection and Affordable Care Act PPACA 及 法 修 加え Health Care and

Education Reconciliation Act of 2010 指 い

政権 包括的 公的医療保 制度 構築 失敗 米国 過去 経緯 踏

え 民間医療保険 活用 既存 い 医療保 制度 加入 義 付 方針

採用 法案 個人 保険加入 義 保険料補

充 施策 医療 セ 改善 目的 い

法案 立後 個人 医療保険加入 義 付 や 充 州 権限 侵

あ 20 州 連邦政府 対 憲 訟 提起 2012 6

連邦最高裁 合憲 断

米国商工会議所 U.S. Chamber of Commerce 立 業連盟 Federation of

Independent Businesses 等 政的 担 大 く増加 企業 関係団体 対や懸

念 声 挙 い

表 医療保険制度改革 主 内容 ュ 完全施行 2018

◆民間保険会社 対 規制 強

既往症 理 保険加入拒否 禁

合理 保険料設定 禁 保険料 使途開示

◆個人 対 義 付

個人 対 何 医療保険加入 義 付 2014 ～

◆ 業主 対 義 付

使用者 規労働者 50 人 医療保険 提供 い場合 労働者 30 人 超え 労

働者 1 人 2,000 / 罰金 2014 1 1 日 い 2013 7
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2日 省 1 後 延期 表 Play or Pay

◆州 対 義 付 保険料 担 軽減措置

医療保険 引制度 Health Benefit exchange 企業医療選択 Small

Business Health Options Program 創設 2014

◆ 支出削減

高 所得者 税 加算

C 対 支払い抑制

◆ 大

事業主が提供する団体保険の概要

現在 業主 提供 団体保険 概要 示 医療保険改革

背 基礎資料 12

現在 多く 被用者 業主 提供 団体保険 加入 い 2011 時点 国民全

体 57％ 団体保険 保険 ン 給付内容や費用 担 あ 方 企業規模

異 い

＜団体保険の保険プ ンの企業規模 よる特徴＞

○被用者 何 ン 提供 い 企業 割合

被用者 200人 98％

被用者 199人 61％

○被用者 保険料 担 割合 被用者 家族 給付対象 含 ン 場合

被用者 200人 間 3,926 保険料 25％

被用者 199人 間 5,134 保険料 35％

○免責 高く設定 保険 ン HDHP 加入者割合

被用者 200人 17％ 1,000 設定 い 割合 26％

被用者 199人 24％ 1,000 設定 い 割合 49％

バ の医療保険改革の企業への影響

医療保険改革 業主 わ 中 企業 業主 う 影響 及

い Urban Institute(2013) 2012 時点 計 表 い そ 概要 通

あ

＜医療保険改革の企業への影響：2012 年時点 の 計＞

業主提供型 医療保険加入者 2.7％増 410万人増 1億 5,150万人→1億 5,560

万人

12 石 彦 2013 民間医療保険 健保連海外医療保 No.98
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そ 中 被用者 100 人 企業 働く者 保険加入者 6.3％ 最 高い割

合 大

業主 担 2.2％増 5,534億 →5,658億

被用者一人当 保険加入コ 均 7.3％軽減 中 被用者 50

人 満 規模 業主 い 1.4％ 担 軽減 被用者 1,001 人

大規模 業主 場合 保険加入コ 変 い 規模

既 被用者 保険 加入 い 変 生 い

あ

一方 被用者 101人 1,000人 中規模 業者 い 被用者一人当

保険加入コ 9.5％増加 被用者 医療保険 ン 提供 い い

業主 5％ 罰金 支払い費用 生

中小規模事業主等への支援

医療保険改革 い 中 規模 業者等 対 う 支援措置

い

○中 業主 対 税

被用者 50人 満 規模企業 対 罰金 免 い

被用者 25 人 満 均 支払 金 5 万 規模 業主 医療保険 提

供 場合 2 間 保険料 担 い 税 2013 業主 出 35％

2014 50％ 約 400 万人 業主 税 対象

○中 企業 労働者 対象 医療保険 チ ン SHOP 創設

被用者 100 人 企業 対象 一定 条件 満 医療保険 ン あ

組 州毎 創設

○ 所得 被用者 対 税

保険 ン 提供 い被用者 保険 ン 保険料 担 世帯 入

9.5％ 被用者 対 税

バ 医療保険改革 対する企業の評価

医療改革 ACA い 述 中 企業 企業 担 増加

いう試算結果 あ 利 条件 保険契約 結 い 中 企業

保険加入者 広 料率 いう試算 あ 影響 大 明 あ
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雇用主 医療保険提供 義 付 常勤 50 人 企業 中 常勤従業員

数 50人 満 削減 タ 増や 動 あ

担増 企業 確定要素 多く見通 立 い

ACA 対 最大 抵 理 い

現地 ンタビュ 調査結果

ACA い 全米 立 業者協会 担当当局 質問 回答 得

い 全米 立 業者協会 ン州支部

ACA 影響 測 困難 あ 何 支援 提供 い い企業

新 何 費用 生 担 思わ

ン州保険 金融サ ビ 省

確 把握 い い や 企業 そ 担 思う 例え

従業員 50 人 企業 い 従業員 増や う う

く 制度 対象外 タ 増や い 実 う

影響 わ い サン ン コ商工会議所

ACA い 確定要素 多く う 見通 立 い

ニ 州 ネ 省

医療保険改革 ACA い 中 企業 十分 そ 内容 知 い

い 法案や施行 文書 膨大 あ 何 う く分 い

ニ 州 東部中 企業開 センタ

医療保険 チ ン SHOP い 多く 州 連邦政府 設立

Health Insurance Marketplace 加盟 対 ニ 州 州立 自 設

立 保険料 後 改革 何 起 分 い 医療保

険 担 避 タ タ 雇用体系 変え 企業 出始

い ニ 州 東部中 企業開 センタ
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5 社会福祉制度

高齢者福祉施策

高齢者福祉施策 い 医療 範疇 入 一部 護サ ビ

い 護費用 担 個人 資産 使い尽く 自己

担 く 場合 初

そ 食 宅配 入浴 等 医療 範疇 入 い 護サ ビ い

高齢者法 Older Americans Act 一定 サ ビ 対 連邦政府等

補 定 い 算規模 極 限 い

高齢者 護サ ビ 民間部門 特 営利企業 果 い 役

割 大 く い

保育サ ビス

保育サ ビ 全国統一的 保育制度 整備 州政府 施設整備

職員配置基準 定 い 連邦政府 連邦保健 福祉省 Department Health and

Human Services HHS 内 保育 専門部局 保育部 Office of Child Care 設置

州 地域 所得 家族 良質 保育サ ビ 享 う 政的支援 行

い

2010 度 連邦 約 50 億 支出 州 支援 い 州 金 大

政的基礎 各種サ ビ 実施 い

6 失業保険制度13

失業保険制度の概要

失業保険制度 い 連邦失業法 各州 法 定 一定 要件 基

い 自 管理運営 い 実態 連邦政府 ン 沿

給付 対象者 給付期間 給付 等 基 的 項目 い 各州最 限 水準

確保 い

制度 主要目的 非自 的失業者 対 一時的所得補償 気後退期 経

安定確保 い そ や 得 い理 い自 的失業者 対 給付

通常 行わ い

根 法 連邦失業法 Federal Unemployment Tax Act 及 社会保 法 Social

Security Act 第 3 編 第 9 編及 第 12 編 あ 連邦失業法 制度 適用範 定

各種 一定 要件 課 い 給資格 格条項 支給

期間等制度 具体的 細 い 各州 決定 社会保 法 各州 連邦補 金等

関 規定 定 い

13 厚生労働省 2011～2012 海外情勢報告



55

運営主体 州政府 あ 連邦労働省雇用訓練局 Employment and Training

Administration 監督 行 い

財源 保険料率

源 業主 担 連邦失業保険税 Federal Unemployment Insurance Tax 及

各州 失業保険税 あ ニュ ャ ン ニ 3 州

人 担 あ

各州 失業保険税 通常 失業給付 源 用い 一方 連邦失

業保険税 給付期間延長 給付 源 い

連邦失業保険税率 各暦 間 金 う 7,000 超え い部分 6.0％

い 州 失業保険税 期日 納 い 場合 原則 5.4％分

0.6％ 適用 州 失業保険税率 関係 い 各州 失業保険税率

州毎 異 い 2011 度 全米 均税率 課税対象 金 3.44％ 金総

0.92％ い 課税対象 金 限 い 州 異 い

7,000～38,000

受給関連

1)受給期間

州毎 異 大部分 州 26 間 限 い 失業率 高い場合

州法 基 い 延長給付 extended benefits 13 間 20 間追加 支給

2)給付水準

州毎 異 多く 州 失業保険税 課税対象 当 金 均 5 割

程度 最 及 最高 定 あ 5 ～653 程度

フ ニア州の保険制度の概要14

ニ 州 失業保険制度 概要 保険料率部分 整理

ニ 州 失業保険税 多く 州 様 使用者 失業保険税

担 税金 金 う 7,000 課税 新 く 業 使

用者 場合 3.4％ 税率 3 間維持 そ 後 述 経験料率 決

○経験料率

経験料率 いわゆ ッ 制 あ 使用者 雇用実績 例え 解雇 行う 率

14 柳澤武 2008 ニ 州失業保険制度 現状 課 城法学 58(1 2), 92-75
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異 失業保険税 適用 経験料率 38 段階 分 い

更 州 保険 政 AA-F 7 種 緊急時 F+ F 1.15 倍 計算

実 8 種類 準備 い AA 安く F+ 高い ン

選択 州 失業保険 政状態 決 2006～2007

緊急時 あ F+ 適用 い

い 採用 場合 最高税率 5.4％ 限 F 場

合 1.15 倍 6.21％ い 最 税率 AA あ 場合 0.1％ 非常

い

表 ニ 州 失業保険税 経験料率 適用表

出所 柳澤武 2008 ニ 州失業保険制度 現状 課 城法学

58(1 2), 92-75

出所備考 ニ 州失業保険法 977 条 基 作
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シ ン州の失業保険制度の概要15

1) 根拠法

ン州雇用保 法 the Michigan Employment Security Act

2) 所管

ン州失業保険庁 Michigan’s Unemployment Insurance Agency(UIA)

3) 雇主の種類

支払雇主 contributing employer 民間 営利企業 雇主 あ 失業保険税

四半期 支払う unemployment insurance tax 保険料 過去 自分 雇 い

労働者 失業 実績 経験 experience 給 支払 応 決

還付雇主 reimbursing employer 政府や非営利団体 雇主 あ 過去 雇

い 労働者 失業給付 そ 都度 還付雇主 そ UIA 支払う

4) 保険料

支払雇主 各被雇用者 最初 9500 金 失業保険税率 乗 保険料 支払

う

＜税率＞

営業開始 最初 1,2 目 2.7％ 建設業 全体 均 元 UIA 告知

6.8～8.1％ 範

営業開始 最初 3,4 目 経験 失業給付実績 金総 応

決定

営業開始 最初 5 目 降 要素 計算 合計 間

税率 要素 課税給付要素 the Chargeable Benefits Component

CBC 会計形 要素 the Account Building Component ABC 非課税給付要素

the Nonchargeable Benefits Component NBC あ CBC ABC 支

払 金総 過去 失業保険支払 決 経験要素 いわ そ

全体 税率 経験税率 いわ

ン州 経験税率 全米 中 最 高い率 組 あ

保険税 支払 実 保険給付 近い水準 い あ そ

政支援 入 い い いう意味 理解

15 ン州失業保険庁 UIA 参照: http://www.michigan.gov/uia
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還付雇主 前述 通 給付 保険料 支払う

5) 連邦失業税法下 州失業保険税 連邦失業保険税の 除

支払雇主 連邦失業保険税 支払わ い 雇主 連邦失業保険税 先

あ い 時 州失業保険税 支払 い 場合 連邦失業保険税

権利 得 一方 州失業保険税 先 支払 い 場合 10％減

満 得 場合 連邦失業保険税 連邦法 各被雇用者 金支払い

最初 7,000 後 0.8％ 乗

7 労災保険制度

労災保険制度 各州法 定 い 失業保険制度 う 連邦法 一

般労働者 対 労災保険制度 ン 定 い い

一般的 労災保険 場合 管理運営主体 州当局 あ 3 州 裁 所 管理

行 い

保険 運営主体 州 異 州 運営 保険 加入 州 運営 州

政府 認可 民間保険 い 加入 民間保険 加入 3 タ

州 分 い わ 業主自 加入 保険 州 定

給付 行う 3州 い 認 い

源 ワ ン ン州 2 州 人 担 あ 業主 担 保険料 あ

一般的 保険料 業 内容や労働災害 生状況 決


